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○
国
土
交
通
省
令
第
二
十
五
号 

道
路
運
送
車
両
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
□
第
九
十
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
□
道
路
運
送
車
両

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣 

中
野 

洋
昌 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

次
の
表
に
よ
り
□
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
□
以

下
□
対
象
規
定
□
と
い
う
□
□
は
□
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し

□
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
□
こ
れ
を
加
え
る

□ 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

□
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
□ 

□
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
□ 

第
六
十
二
条
の
二
の
二 

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

第
六
十
二
条
の
二
の
二 

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

一
□
八 

□
略
□ 

一
□
八 

□
略
□ 

九 

事
業
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
特
定
整
備
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該

特
定
整
備
の
適
切
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
□ 

□
新
設
□ 

十 

□
略
□ 

九 

□
略
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

 
 

 
 

 
 



 

 

3 / 6 

附 

則 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
□
令
和
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
□ 

第
二
条 

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
□
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
六
号
□
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

本
則
の
う
ち
□
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

□
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
□ 

□
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
□ 

第
六
十
二
条
の
二
の
二 

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

第
六
十
二
条
の
二
の
二 

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

一
□
六
の
四 

□
略
□ 

一
□
六
の
四 

□
略
□ 

七 

事
業
場
ご
と
に
□
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
で

あ
つ
て
□
か
つ
□
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
□
当

該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
に
特
定
整
備
及
び
法

第
九
十
一
条
の
特
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
る

こ
と
□
自
ら
統
括
管
理
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
た
だ
し
□
当
該
事
項
を
統
括

管
理
す
る
者
□
以
下
□
整
備
主
任
者
□
と
い
う
□
□
は
□
他
の
事
業
場
の
整
備

主
任
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

七 

事
業
場
ご
と
に
□
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
で

あ
つ
て
□
か
つ
□
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
□
当

該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
に
特
定
整
備
及
び
法

第
九
十
一
条
の
特
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
る

こ
と
□
自
ら
統
括
管
理
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
た
だ
し
□
当
該
事
項
を
統
括

管
理
す
る
者
□
以
下
□
整
備
主
任
者
□
と
い
う
□
□
は
□
他
の
事
業
場
の
整
備

主
任
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

イ 

分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
□
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

次
の
⑴
か

ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め

る
者 

イ 

分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
□
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

一
級
又
は

二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者 

⑴ 

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
□
⑵
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
□
□ 

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合
□

又
は
二
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合
□
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者 

 

⑵ 

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
で
あ
つ
て
□
対
象
と

す
る
自
動
車
が
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
み
で
あ
る
も
の 

検
定
規
則
の
規

定
に
よ
る
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者 

 

⑶ 

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
わ
な
い
事
業
場
□
⑷
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
□
□ 

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
□
総

合
□
若
し
く
は
二
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合
□
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た

者
又
は
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士

の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
を

修
了
し
た
者 

 

⑷ 

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
わ
な
い
事
業
場
で
あ
つ
て
□
対
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象
と
す
る
自
動
車
が
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
み
で
あ
る
も
の 

検
定
規
則

の
規
定
に
よ
る
一
級
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合

格
し
た
者
又
は
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置

整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

講
習
を
修
了
し
た
者 

ロ 

電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
□
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合
□
□
二
級
自
動
車
整

備
士
□
総
合
□
□
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
又
は
自
動
車
電
気

・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者 

ロ 

電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
□
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
一
級
二
輪
自
動
車

整
備
士
□
二
級
の
自
動
車
整
備
士
□
自
動
車
車
体
整
備
士
若
し
く
は
自
動
車

電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
電
子
制
御
装
置
整

備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局

長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者 

ハ 

分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場 

次
の
⑴
又
は
⑵
に

掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
者 

⑴ 

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場 

検
定
規
則
の
規
定

に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合
□
又
は
二
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合

□
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者 

⑵ 

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
わ
な
い
事
業
場 

検
定
規
則
の

規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
□
総
合
□
若
し
く
は
二
級
自
動
車
整
備

士
□
総
合
□
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る

自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ

つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
者 

ハ 

分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場 

一
級
の
自
動
車
整

備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
若
し
く
は

二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
電
子
制
御
装

置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸

支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者 

八
□
十 

□
略
□ 

八
□
十 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
同
項
第
三
号
の
者
が
第
一
項
第
七
号
本
文
に
規
定
す
る

者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
同
項
第
三
号
の
者
が
一
級
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整

備
士
の
技
能
検
定
□
第
一
項
第
七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
□

一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
□
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を

除
く
□
□
に
限
る
□
□
に
合
格
し
た
こ
と
又
は
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修

了
し
た
こ
と
□
前
項
第
三
号
の
者
が
第
一
項
第
七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場

の
統
括
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
□
□
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
□ 

 
 

 
 

 


